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あおもり新商品開拓実施計画認定事業実施要綱 
    

（目的） 

第１ この要綱は「地方自治法施行令」（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

及び「地方自治法施行規則」（昭和２２年内務省令第２９号。以下「施行規則」という。）

並びに「青森県財務規則」（昭和３９年青森県規則第１０号。以下「財務規則」という。）

に基づいて新商品の生産により新たな事業分野の開拓（以下「新商品開拓」という。）を実

施しようとする者（新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しよ

うとする者を含む。以下「新商品開拓実施者」という。）が作成する新商品開拓の実施に関

する計画（以下「実施計画」という。）の認定等について、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（用語） 

第２ この要綱中の用語は、施行令等の用語の例による。 

 

（公募） 

第３ 知事は、新商品開拓実施者を公募するものとする。 

 

（資格要件） 

第４ 第３の規定により、応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、次のいずれか

に掲げる要件に該当し、新商品を製造するものとする。 

（１）県内に本店を有する企業又は県内に主たる事務所を有する法人（企業を除く。）である

こと。 

（２）県内に工場又は事業場を有する者であること。 

（３）県内に住所を有する個人であること。 

 

（実施計画の認定申請） 

第５ 応募者は、様式第１による「実施計画に係る認定申請書」を作成し、当該申請書を知

事あてに提出するものとする。  

２ 前項の申請書には、次に該当する書類を添付しなければならない。 

（１）直近営業期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書

類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類） 

（２）定款及び登記簿謄本（定款を有しない者にあっては、それに類するもの） 

（３）第４第２号に該当する者にあっては、前２号に準じるもの 

（４）事業を営んでいない個人にあっては、今後予定する事業内容及び事業の用に供する資

産の概要を記載した書類 

  

（実施計画認定審査会の設置） 

第６ 実施計画の認定に関し、必要な事項を審査するため、あおもり新商品開拓実施計画認
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定審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

（認定） 

第７ 知事は、応募者から「実施計画に係る認定申請書」の提出を受けたとき、審査会にお

いて、当該計画が第８の認定基準に照らして適切であると判断されたものについて、認定

することができる。 

２ 知事は、実施計画を認定したときは、当該認定に係る者を新商品開拓実施者として認定

するとともに、遅滞なく様式第１により通知するものとする。又、認定しないこととした

ときは、様式第２「実施計画に係る不認定通知書」によりその旨を応募者に通知する。 

３ 知事は、第１項の規定により認定したときは、様式第３「あおもり新商品開拓実施計画

認定台帳」により認定台帳に記載するとともに、認定した旨を公表するものとする。 

４ 認定の有効期限は認定日から起算して３年後の年度末までとする。 

５ 知事は、応募者から様式第４「実施計画に係る有効期限延長申請書」の提出を受けたと

き、当該計画が第８の認定基準に照らして適切であると判断されたものについて、認定期

間を２年に限り延長することができる。 

 

（実施計画の認定基準） 

第８ 応募者の実施計画が、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。 

（１）当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取

引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品

と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実

質的に別個の範疇に属するものであると認められること。 

（２）当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経

営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。 

（３）新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、新商品開

拓を確実に実施するために適切なものであること。 

（４）第４第２号に該当する者にあっては、新商品の製造により、県内での雇用創出が見込

まれること。 

２ 前項の要件を満たしている場合であっても、次のような場合には認定しない。  

（１）実施計画が公序良俗に反する場合又はそのおそれがあることが明らかな場合 

（２）実施計画が関係法令違反又はそのおそれがあることが明らかな場合  

 

（実施計画の変更の認定申請） 

第９ 新商品開拓実施者は、第７により認定された実施計画（以下「認定計画」という。）に

ついて、次に掲げる変更をしようとするときは様式第５「実施計画の変更に係る認定申請

書」を作成し、知事あてに提出しなければならない。 

（１）様式第１の新商品の生産の目標を変更する場合 

（２）様式第１別表１の新商品の内容、新商品の生産の実施時期、実施方法を変更する場合 

（３）新商品開拓を実施するために必要な資金の額、その調達方法について、様式第１別表
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３の区分間又は合計額を２割以上変更する場合 

２ 新商品開拓実施者は、前項に掲げる以外の軽微な変更については、様式第５「実施計画

の変更に係る届出書」を知事あてに提出しなければならない。 

 

（実施計画の変更の認定） 

第 10 知事は、第９第 1 項の実施計画の変更の認定を行う場合には、第７及び第８の規定を

準用する。ただし、認定計画の内容を著しく変更しない場合は、審査会での審査を行わず、

知事が審査し、適切であると判断されるものについて、変更の認定をするものとする。 

２ 知事は、前項の規定により変更の認定をしたときは、遅滞なく様式第５により通知する

ものとする。なお、認定しないこととした場合は様式第２「実施計画の変更に係る不認定

通知書」によりその旨を通知する。 

３ 知事は、第９第２項の届け出があったものについては、届出書の受理をもって変更の認

定をしたものとみなす。 

 

（実施計画の認定の取消し） 

第 11 知事は、認定計画の実施に著しい支障が生じ、あるいは当該認定計画に従って事業を

実施する見込みがなくなったと認められる場合、又は当該認定計画が第８の認定基準を満

たさなくなったと認められる場合には、当該認定を取消すことができる。 

２ 知事は、前項の取消しをしようとする場合には、当該新商品開拓実施者の意見を充分に

聴取するものとする。 

３ 知事は、第１項の取消しを、当該新商品開拓実施者に通知するときは、様式第６「新商

品開拓に係る認定取消通知書」によるものとする。 

 

（計画遂行状況調査及び報告の徴収） 

第 12 知事は、必要があるときは、新商品開拓実施者に対して、計画年次ごとに様式第７「実

施計画に係る遂行状況報告書」を提出させることができる。 

 

（県の責務）  

第 13 県は、県の行う工事又は物品の調達において、新商品開拓実施計画の認定を受けた新

商品（以下「認定新商品」という。）を、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、

優先的に選択するよう努めるものとする。  

２ 県は、認定新商品に関する適切な情報の提供、広報活動その他必要な措置を講ずるもの

とする。  

 

(認定新商品の評価) 

第 14 知事は、認定新商品を購入した県の機関より様式第８「「レッツ Buy あおもり新商品

事業認定製品」の使用評価書」により当該認定新商品に係る報告を受けるものとする。 

２ 知事は、前項の報告のうち認定新商品の改善に資する事項を当該新商品開拓実施者に通

知するものとする。 
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（庶務）  

第 15 この要綱の施行に関する庶務は、商工労働部経営支援課において処理する。  

 

（その他）  

第 16 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。  

 

 附 則 

この要綱は、平成１７年 ５月 ２日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成１８年 ４月１４日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２２年 ６月３０日から施行する。 

 


